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１．今までの物価高騰に、さらに２０２４年度からの物価高騰 

物価高騰の値上げラッシュが再びはじまった 

帝国データバンク（２０２４年３月２９日）によると「主要な食品メーカー１９５社における、

家庭用を中心とした４月の飲食料品値上げは２８０６品目を数え、値上げ１回あたりの平均

値上げ率は月平均約 ２３％となりました。・・・２０２４年の値上げ品目数は７月までの累

計で６４３３品目となり、年間

の平均値上げ率は１９％に達し

た」「２０２４年の値上げは、原

材料高などが押し上げる形で月

平均１千品目前後、年間で最大

１．５万品目前後の緩やかな値

上げペースが当面続くと想定さ

れる」とのことです。 

（右図は東京新聞３月２９日より） 

食品以外でも、日本製紙クレシ

アが２２日以降、「クリネック
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ス」「スコッティ」のブランドで展開するティッシュなど１３０品目の価格を５～１０％程

度引き上げます。これから夏以降に再び値上げの波が本格化することは確実です。 

電気・都市ガス料金の負担を抑える補助金については、５月使用分（６月請求分）で終

えると３月２９日に政府が発表しています。補助金制度終了によって、世帯当たりの電気

代は平均で１２．０％上昇、都市ガス代は１４．０％上昇する計算です。 

ガソリン補助金については、補助制度廃止で「１２．４％上昇する計算」。家庭向け電気・

都市ガス料金への補助金が終了すれば、「２人以上世帯では、電気料金の支払いは年間１７，

６９６円（月間１，４７５円）、都市ガスは年間５，４６１円（月間４５５円）増加する」

計算としています（ＮＲＩ２０２４年３月２８日）。ガソリンの補助金も６月ではないとされていま

すが、長期化はせず値上げとなります。そもそもガソリンの２重課税を止めればいいのです。 

宅配大手のヤマト運輸では平均２％、佐川急便で平均７％をそれぞれ値上げです。公共交

通のローカル線廃止などがすすんでいますが、ＪＲ北海道は２０２５年度から運賃を８％の

値上げ方針です。交通各社の値上げ傾向がはじまります。 

これらの基本的価格が引き上げられると、全体の物価がさらに高騰することになります。 

 

節約を重ねても、さらにエンゲル係数も４０年ぶりの高水準 

普通の勤労国民は、この間の物価高騰でギリギリの節約傾向を高めています。政府統計で

すら社会の貧困を表すエンゲル係数が高まっています。家計の消費支出に占める食費の割合

を示し、社会の貧困状態を表すエンゲル係数は２０２３年には２８％に達し、約４０年ぶり

の高水準です。 

この状態の物価高騰に、さらに飲食料品を中心とした値上げラッシュの物価高騰です。「原

材料コスト」「賃上げによる人件費の増加」「『２０２４年問題』に関連した物流費の増加」

を「販売価格へ転嫁」する動きが口実とされています。しかし、勤労者と中小零細経営の厳

しさの一方で、独占企業と金利生活者が今までにない利益を得ています。 

今の物価高騰は、「価格転嫁と便乗値上げ」を可能とする独占価格や連動して増税となる

消費費税などの不公平税制の問題が大きいと考えるべきです。 

 

２．その上、さらに社会保障負担増がはじまりました 

 物価高騰に社会保障負担増が！社会の貧困化が！ 

この物価高騰に、さらに社会保障負担増が２０２４年度以降から強まっています。まず、

高齢者から連続的な負担増が続きます。 
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後期高齢者医療 〈７５歳以上〉の４月からの保険料は年金収入が年２１１万円を超える約

５４０万人が対象となります。全国平均で過去最高の７．７％引き上げら

れ平均月額は７０８２円に。 

２０２５年度からはさらに対象が広げられ、年金収入で年１５３万円

を超える人の保険料も上げられます。１．６％の引き上げで７１９２円

となり年額平均８万６３０４円とされます（次ページ参照）。２００８年の

制度開始時点では月額５３３２円でしたから、年額では２万２３２０円

もの負担増です。また保険料上限額も７３万円に引き上げられ、段階的

に８０万円まで引き上げられます。 

         患者窓口負担２割化の配慮措置がなくなる２０２５年度以降からは、３

割負担が目指される可能性が大きいと思われます。 

介護保険料   年所得４２０万円以上から負担増です。利用料も引き上げられます。 

年金収入が年２１１万円を超える約５４０万人が対象となります。 

        訪問介護は基本報酬の引き下げで地域の小規模介護は経営難にされます。 

国民健康保険  保険料の上限額（賦課限度額）が連続し、年１０６万円に 

新型コロナ   治療薬の公費補助全廃で「通常」の患者自己負担にされました。 

国民年金保険料 ４月からの保険料は月額１万６９８０円に決まり、前年度より４６０円引

き上げです。 

年金支給    ２０２３年度と比べて支給額は２．７％引き上げるものの、同じ年度の物

価上昇率３．２％（実際はもっと大きい）より低下で実質切り下げとなり

ます。 

 

 ４月〜６月の残業手当で年間の保険料負担が増えます 

労働者の場合、たいていは年度末から年度はじめの繁忙期３月～５月に残業が強いられ、

残業手当が増えることになります。健康保険・厚生年金保険の保険料額は４月〜６月の賃金

収入で年間の標準報酬月額が決まります。３月の残業代支払いは４月となりますから、繁忙

期の３月〜５月の残業手当も含めての計算となり、年間標準報酬月額が上る計算となります。 

そうなると、その分の健康保険・厚生年金保険の保険料負担額が上ることとなり、年間の

賃金手取り額＝実質賃金がここでも引き下げられることにもなってしまいます。 

なんで、この時期なのか？？ 労働者は負担増で絞られるばかりです。 
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３．「負担ゼロ」とする「子ども・子育て支援金制度」の負担増が 

支援金として公的医療保険からの負担がはじまります 

２０２６年度から「少子化対策の一環」「社会全体で子どもや子育てを支えよう」が口実

とされる「子ども・子育て支援金制度」がはじまります。政府が公的医療保険を通じての負

担であり、加入者１人あたり平均月３５０円～６００円とされます。子どもなど扶養されて

いる人を除いた「被保険者」で試算すると、最も高い場合は月額９５０円で、１０００円を

はるかに超える可能性もあるとしています。 

こうなると年額一人当たり４２００円～１２０００円。二人世帯でその倍となる負担で

は１万円弱から２万４０００円程の家計負担となってしまいます。今回の試算による全制

度平均（加入者１人あたり月額）保険制度ごとの２６年度と２８年度の月額負担額一覧は

以下の通りとされています。 

 

支援金への各保険制度からの月額負担 

・被用者保険平均（被保険者 1人あたり）  26年度…450円 28年度…800円  

・協会けんぽ（被保険者 1人あたり）    26年度…400円 28年度…700円  

・健保組合（被保険者 1人あたり）     26年度…500円 28年度…850円  

・共済組合（被保険者 1人あたり）     26年度…550円 28年度…950円 

・国民健康保険（1世帯あたり）       26年度…350円 28年度…600円  

・後期高齢者制度（1人あたり）       26年度…200円 28年度…350円 

（ＦＮＮプライムオンライン３月２９日） 

  

多分この負担額ではすまないと思われます。政府は、支援金で１兆円の財源を見込んでい

ます。 

しかも国は、いまだに「賃上げもあり社会保障負担率を増やさないから」として「国民負

担を増やさないやり方」であり「実質的な負担はゼロ」？？？との詭弁を国会でもしていま

す。「１＋１＝２」ではなく、「１＋１＝１で変化なし」として「負担ゼロ」なのでしょうか？？ 

それとも、「子育て支援」とは「国民間の共助」だから「１＋１（負担）－１（支援）＝１

で変化なし」で「負担ゼロ」なのでしょうか？ その「社会保障負担率」もＮＨＫ（２０２４

年３月２９日）によると１９８９年度は１０．２％でしたが、２０２４年度は１８．４％になる

見通しといいます。 

いまの政権は、「負担増」との言葉だけを認めたくないために、初歩の、初歩の、算術も

誤魔化すのでしょう。 

 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%81%91%E3%82%93%E3%81%BD&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_f5ae736f5d03c554d1340d5791753c50ab5510d2
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社会保障を充実させ、ぼう大な軍事費につぎこまなければいい 

この制度で「児童手当、こども誰でも通園制度、出生後休業給付や育児時短就業給付の創

設などに充てる」とのメリットを強調しています。これ自体は、当たり前であり当然です。 

 

しかし支援金のやり方としては、各保険

制度自体の目的に反した勝手な使い方です。 

本来は、子どものための社会保障や教育の

充実です。そして、労働者の働き方・労働

条件・賃金の抜本的な改善です。 

そのためにも独占大企業を規制し、膨大

な軍事費を増やさなければいいのです。 

 

この国のやり方は、視点をそらし、世代

間の対立を煽るやり方です。それは独占企

業優先の政治であり、財政の軍事化を目指

すものです。 

「防衛力強化に係る財源確保」の方針は、 

「令和５年度と令和６年度税制改正の大綱

に基づき、適当な時期に必要な法制上の措

置を講ずる」としています。「適当な時期」

にさらに、さらに、増税も含めて社会保障

を壊す負担増と危険な軍事化が強まろうと

しています。 

（ＮＨＫ ２０２４年３月２９日） 

足元の職場・地域・自治体から是正をめざそう！ 

 中央や国会だけの取り組みではなく、それと共に足もとからの取り組みが必要になって

います。職場・地域・自治体から、労働組合も励まし、くらしと労働の実態からの身近な

基礎的な闘いが不可欠です。社会保障を充実させ負担と貧困のさまざまな傾向に抵抗しな

ければなりません。 

 自治体議員団では、すでに『増税と社会保障負担増を許すな！』パンフも作成しまし

た。ぜひ取り組みを行っていきましょう。私たち社民党の主要な争点の一つはここにある

からです。 
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